
退   園   届 

住 所  

保護者名  電話番号(父・母) (     ) 
児 童 名                         年     月     日生 
児 童 名                         年     月     日生 
児 童 名                         年     月     日生 

 
  下記の理由により        年    月    日で         保育園を 
 保護者総意のうえ、退園いたします。 
  ※一度区で収受した退園届は、いかなる理由でも取下げできません。ご了承ください。 

 
理  由  

□ 転居    転居先住所：                            
 

□ その他                                    
 

□ 引き続き                        保育園に通園します。 
 

～引き続き通園される場合の注意事項～ 

住民票の異動月中に転出先市区町村の保育を担当する部署にて引き続き通園するための申請手続き 

が必要です。 

手続きが遅れた場合、在園を認められない可能性がありますので、ご注意ください。 

※ 育児休業中に区外へ転出し、引き続き通園される場合は、転出した年度の末日までの期間に限り、 

育児休業中の在園を認めます。また、区外へ転出後、育児休業を取得する場合は、育児休業を取得した 

年度の末日までの期間に限り在園を認めます。育児休業終了後に復職した場合でも、今の保育園に 

通い続けることはできませんのでご了承ください。 

その他の在園資格に関しては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。 

 
品 川 区 長  あて   

       年    月    日 
上記について、届け出の内容を確認しましたので報告します。 

                  

 
                保育園長                       

公印 


